
顧 問 契 約 書

（委託者） 」「 （以下「甲」と
いう。）と（受託者）「経営士       」
（以下「乙」という。）は、甲乙間において、次
のとおり顧問契約を締結する。

（契約の目的）
第１条 本契約は、受託者乙が第２条の業務を通じ
て委託者甲の経営の安定と発展に寄与することを
目的とする。

（業務の範囲）
第２条 本契約における業務の範囲とは、甲の経営
活動全般に関して乙が継続的に助言・相談及び経
営活動の支援を行うことである。

（契約期間）
第３条 本契約の契約期間は契約日より「 か年」
とする。契約期間満了の３か月前までに何らかの
意思表示のないときは、本契約は更に１か年間自
動継続するものとし、爾後も同様とする。但し、
更新後において甲乙はやむを得ない事由が生じた
場合には３か月前の文書による通知で解約するこ
とができるものとする。

（顧問料及び支払時期）
第４条 第２条の業務に関する顧問料は月額 金

円（消費税を含む。）
とし、毎月末に甲は乙に支払うものとする。

（顧問料の改訂）
第５条 前条の顧問料は、社会・経済情勢及び業務
内容その他の事情を考慮して甲乙協議の上改訂で
きるものとする。

（契約の解除）
第６条 甲又は乙が、本契約に定められた事項につ
いて違反した場合には、事前に相手方に通告し、




